
令和５年２月定例会

建 設 委 員 会 資 料

（ 都 市 整 備 部 ）





秋田市建築基準法関係手数料条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第11条 （略） 第１条～第11条 （略）

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略）

(10) 法第52条第６項第３号 建築物の容積 27,000円

の規定に基づく建築物の容 率の特例認定

積率に関する特例の認定の 申請手数料

申請に対する審査

(11) （略） (10) （略）

(12) （略） (11) （略）

(13) （略） (12) （略）

(14) （略） (13) （略）

(15) （略） (14) （略）

(16) 法第55条第３項の規定 建築物の高さ 160,000円

に基づく建築物の高さに関 の特例許可申

する特例の許可の申請に対 請手数料

する審査

(17) 法第55条第４項各号の （略） （略） (15) 法第55条第３項各号の （略） （略）

規定に基づく建築物の高さ 規定に基づく建築物の高さ

に関する制限の適用除外に に関する制限の適用除外に

係る許可の申請に対する審 係る許可の申請に対する審

査 査

(18) （略） (16) （略）

(19) （略） (17) （略）

(20) （略） (18) （略）

(21) （略） (19) （略）

(22) （略） (20) （略）

(23) 法第58条第２項の規定 高度地区にお 160,000円

に基づく高度地区における ける建築物の

建築物の高さに関する特例 高さの特例許

の許可の申請に対する審査 可申請手数料

(24) （略） (21) （略）

(25) （略） (22) （略）

(26) （略） (23) （略）

(27) （略） (24) （略）

(28) （略） (25) （略）

(29) （略） (26) （略）

(30) （略） (27) （略）

(31) （略） (28) （略）

(32) （略） (29) （略）

(33) （略） (30) （略）

(34) （略） (31) （略）

(35) （略） (32) （略）

(36) （略） (33) （略）

(37) （略） (34) （略）

(38) （略） (35) （略）

(39) （略） (36) （略）
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(40) （略） (37) （略）

(41) （略） (38) （略）

(42) （略） (39) （略）

(43) 法第86条第４項の規定 既存建築物を （略） (40) 法第86条第４項の規定 既存建築物を （略）

に基づく複数建築物の各部 前提とした総 に基づく複数建築物の各部 前提とした総

分の高さ又は容積率に関す 合的設計によ 分の高さ又は容積率に関す 合的設計によ

る特例の許可の申請に対す り建築等を る特例の許可の申請に対す り建築され、

る審査 し、かつ、敷 る審査 かつ、敷地内

地内に広い空 に広い空地を

地を有する建 有する建築物

築物の各部分 の各部分の高

の高さ又は容 さ又は容積率

積率の特例許 の特例許可申

可申請手数料 請手数料

(44) 法第86条の２第１項の 一敷地内認定 建築物（当該 (41) 法第86条の２第１項の 一敷地内認定 建築物（一敷

規定に基づく一敷地内認定 建築物以外の 新築又は増築 規定に基づく一敷地内認定 建築物以外の 地内認定建築

建築物以外の建築物の新築 建築物の新築 等をするもの 建築物以外の建築物の建築 建築物の建築 物を除く。以

又は一敷地内認定建築物の 又は一敷地内 に限る。以下 の認定の申請に対する審査 認定申請手数 下この号にお

増築等の認定の申請に対す 認定建築物の この号におい 料 いて同じ。）

る審査 増築等の認定 て同じ。）の の数が１であ

申請手数料 数が１である る場合にあっ

場合にあって ては78,00 0

は78,000円、 円、建築物の

建築物の数が 数が２以上で

２以上である ある場合にあ

場合にあって っては78,000

は78,000円に 円に１を超え

１を超える建 る建築物の数

築物の数に に28,000円を

28,000円を乗 乗じて得た額

じて得た額を を加算した額

加算した額

(45) 法第86条の２第２項の 一敷地内認定 建築物（当該 (42) 法第86条の２第２項の 一敷地内認定 建築物（一敷

規定に基づく一敷地内認定 建築物以外の 新築又は増築 規定に基づく一敷地内認定 建築物以外の 地内認定建築

建築物以外の建築物の新築 建築物の新築 等をするもの 建築物以外の建築物の各部 建築物の各部 物を除く。以

もしくは一敷地内認定建築 もしくは一敷 に限る。以下 分の高さ又は容積率に関す 分の高さ又は 下この号にお

物の増築等に係る建築物の 地内認定建築 この号におい る特例の許可の申請に対す 容積率の特例 いて同じ。）

各部分の高さ又は容積率に 物の増築等に て同じ。）の る審査 許可申請手数 の数が１であ

関する特例の許可の申請に 係る建築物の 数が１である 料 る場合にあっ

対する審査 各部分の高さ 場合にあって ては238,000

又は容積率の は2 3 8 , 0 0 0 円、建築物の

特例許可申請 円、建築物の 数が２以上で

手数料 数が２以上で ある場合に

ある場合に あ っ て は

あ っ て は 238,000円に

238,000円に １を超える建

１を超える建 築物の数に

築物の数に 28,000円を乗
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28,000円を乗 じて得た額を

じて得た額を 加算した額

加算した額

(46) 法第86条の２第３項の 一敷地内許可 建築物（当該 (43) 法第86条の２第３項の 一敷地内許可 建築物（一敷

規定に基づく一敷地内許可 建築物以外の 新築又は増築 規定に基づく一敷地内許可 建築物以外の 地内許可建築

建築物以外の建築物の新築 建築物の新築 等をするもの 建築物以外の建築物の建築 建築物の建築 物を除く。以

又は一敷地内許可建築物の 又は一敷地内 に限る。以下 の許可の申請に対する審査 許可申請手数 下この号にお

増築等の許可の申請に対す 許可建築物の この号におい 料 いて同じ。）

る審査 増築等の許可 て同じ。）の の数が１であ

申請手数料 数が１である る場合にあっ

場合にあって ては238,000

は 2 3 8 , 0 0 0 円、建築物の

円、建築物の 数が２以上で

数が２以上で ある場合に

ある場合に あ っ て は

あ っ て は 238,000円に

238,000円に １を超える建

１を超える建 築物の数に

築物の数に 28,000円を乗

28,000円を乗 じて得た額を

じて得た額を 加算した額

加算した額

(47) （略） (44) （略）

(48) （略） (45) （略）

(49) （略） (46) （略）

(50) （略） (47) （略）

(51) （略） (48) （略）

(52) （略） (49) （略）

備考 備考

１ 第38号の床面積の合計は、次のア又はイに掲げる場 １ 第35号の床面積の合計は、次のア又はイに掲げる場

合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める床面積に 合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める床面積に

ついて算定する。 ついて算定する。

アおよびイ （略） アおよびイ （略）

２ 第49号の床面積の合計は、当該２以上の工事につい ２ 第46号の床面積の合計は、当該２以上の工事につい

て、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、そ て、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれアからエまでに定める面積について算定する。 れぞれアからエまでに定める面積について算定する。

ア～エ （略） ア～エ （略）
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秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

（軽微な変更該当証明書交付手数料） （軽微な変更該当証明書交付手数料）

第４条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施 第４条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施

行規則（平成28年国土交通省令第５号）第11条の規定によ 行規則（平成28年国土交通省令第５号。以下「施行規則」

る軽微な変更に該当することを証する書面（以下「軽微な という。）第11条の規定による軽微な変更に該当すること

変更該当証明書」という。）の交付に係る事務につき徴収 を証する書面（以下「軽微な変更該当証明書」という。）

する手数料は、軽微な変更該当証明書交付手数料とし、そ の交付に係る事務につき徴収する手数料は、軽微な変更該

の額は、軽微な変更該当証明書の交付の申請１件につき、 当証明書交付手数料とし、その額は、軽微な変更該当証明

軽微な変更後の確保計画について第２条の規定により算定 書の交付の申請１件につき、軽微な変更後の確保計画につ

した額に２分の１を乗じて得た額とする。 いて第２条の規定により算定した額に２分の１を乗じて得

た額とする。

（向上計画認定申請手数料） （向上計画認定申請手数料）

第５条 法第34条第１項の規定による認定の申請（以下「向 第５条 法第34条第１項の規定による認定の申請（以下「向

上計画認定申請」という。）に対する建築物エネルギー消 上計画認定申請」という。）に対する建築物エネルギー消

費性能向上計画（以下「向上計画」という。）の認定の事 費性能向上計画（以下「向上計画」という。）の認定の事

務につき徴収する手数料は、向上計画認定申請手数料と 務につき徴収する手数料は、向上計画認定申請手数料と

し、その額は、向上計画認定申請（次項に規定する向上計 し、その額は、向上計画認定申請（次項に規定する向上計

画に係るものを除く。）１件につき、次の各号に掲げる向 画に係るものを除く。）１件につき、次の各号に掲げる向

上計画認定申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める 上計画認定申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額とする。 額とする。

(1) 一戸建ての住宅（非住宅部分を有しないものに限る。 (1) 一戸建ての住宅（非住宅部分を有しないものに限る。

以下同じ。）の向上計画認定申請 29,000円（向上計画 以下同じ。）の向上計画認定申請 29,000円（向上計画

が法第35条第１項第１号に掲げる基準に適合することに が法第35条第１項各号に掲げる基準に適合することを、

ついて市長が認める方法により行われる場合にあっては 市長が認める者が証する書類（以下「適合証」とい

16,000円、向上計画が同項各号に掲げる基準に適合する う。）を提出する場合にあっては、5,000円）

ことを、市長が認める者が証する書類（以下「適合証」

という。）を提出する場合にあっては5,000円）

(2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であ (2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であ

って非住宅部分を有しないもの（以下「共同住宅等」と って非住宅部分を有しないもの（以下「共同住宅等」と

いう。）の向上計画認定申請（次号に掲げるものを除 いう。）の向上計画認定申請 向上計画に係る次の表の

く。） 向上計画に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積 左欄に掲げる延べ面積（当該向上計画が法第35条第１項

（当該向上計画が法第35条第１項第１号に掲げる基準に 第１号に掲げる基準に適合することについて市長が認め

適合することについて市長が認める方法により行われる る方法により行われる場合にあっては、共用部分（廊

場合にあっては、共用部分（廊下、階段その他共用に供 下、階段その他共用に供されるべき部分をいう。以下同

されるべき部分をいう。以下同じ。）の床面積を除 じ。）の床面積を除く。）の区分に応じ、それぞれ同表

く。）の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 の右欄に定める額

表 （略） 表 （略）

(3) 共同住宅等の向上計画認定申請（向上計画が法第35条

第１項第１号に掲げる基準に適合することについて市長

が認める方法により行われるものに限る。） 向上計画

に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積（当該向上計画が

前号に掲げる基準に適合することについて市長が認める

方法により行われる場合にあっては、共用部分の床面積

を除く。）の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

額

建 設 委 員 会 資 料
令和５年３月１０日
建 築 指 導 課
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延べ面積 金額

300平方メートル未満の場 28,000円（適合証を提出す

合 る場合にあっては、8,000

円）

300平方メートル以上2,000 47,000円（適合証を提出す

平方メートル未満の場合 る場合にあっては、17,000

円）

2,000平方メートル以上 83,000円（適合証を提出す

5,000平方メートル未満の る場合にあっては、36,000

場合 円）

5,000平方メートル以上の 125,000円（適合証を提出

場合 する場合にあっては、

64,000円）

(4) （略） (3) （略）

(5) （略） (4) （略）

(6) 複合建築物の向上計画認定申請 向上計画に係る建築 (5) 複合建築物の向上計画認定申請 向上計画に係る建築

物の共同住宅等の部分について第２号の表又は第３号の 物の共同住宅等の部分について第２号の表の左欄に掲げ

表の左欄に掲げる延べ面積（当該向上計画に係る共同住 る延べ面積（当該向上計画に係る共同住宅等の部分が法

宅等の部分が法第35条第１項第１号に掲げる基準に適合 第35条第１項第１号に掲げる基準に適合することについ

することについて市長が認める方法により行われる場合 て市長が認める方法により行われる場合にあっては、共

にあっては、共用部分の床面積を除く。）の区分に応じ 用部分の床面積を除く。）の区分に応じそれぞれ同表の

それぞれこれらの表の右欄に定める額および向上計画に 右欄に定める額および向上計画に係る建築物の非住宅部

係る建築物の非住宅部分について第４号の表又は前号の 分について第３号又は前号の表の左欄に掲げる延べ面積

表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じそれぞれこれら の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額を合算した

の表の右欄に定める額を合算した額 額

２ （略） ２ （略）

３ １の建築物の住宅部分について施行規則第23条第１項の

規定により添付する図書が共通である複数の向上計画認定

申請が同時に行われる場合の手数料の額は、第１項第２号

又は第５号に定める額（住宅部分に係るものに限る。）を

当該申請の数で除した額（その額に100円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額）とする。

（変更認定申請手数料） （変更認定申請手数料）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ １の建築物の住宅部分について施行規則第27条の規定に

より添付する図書が共通である複数の変更認定申請が同時

に行われる場合の手数料の額は、前条第１項第２号又は第

５号に掲げる建築物に係る第１項の規定による手数料の額

（住宅部分に係るものに限る。）を当該申請の数で除した

額（その額に100円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。

以下 （略） 以下 （略）
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秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条 （略） 第１条 （略）

（認定申請手数料） （認定申請手数料）

第２条 法第53条第１項の規定による申請（以下「認定申 第２条 法第53条第１項の規定による申請（以下「認定申

請」という。）に対する低炭素建築物新築等計画（以下 請」という。）に対する低炭素建築物新築等計画（以下

「計画」という。）の認定の事務につき徴収する手数料 「計画」という。）の認定の事務につき徴収する手数料

は、認定申請手数料とし、その額は、認定申請１件につ は、認定申請手数料とし、その額は、認定申請１件につ

き、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ当該各 き、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分 (1) 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する部分

（以下「非住宅部分」という。）を有しないものに限 （以下「非住宅部分」という。）を有しないものに限

る。以下同じ。）に係る計画 34,000円（計画が法第54 る。以下同じ。）に係る計画 34,000円（計画が法第54

条第１項第１号に掲げる基準に適合することについて市 条第１項各号に掲げる基準に適合することを、市長が認

長が認める方法により行われる場合にあっては18,000 める者が証する書類（以下「適合証」という。）を提出

円、計画が同項各号に掲げる基準に適合することを、市 する場合にあっては、5,000円）

長が認める者が証する書類（以下「適合証」という。）

を提出する場合にあっては5,000円）

(2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であ (2) 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であ

って非住宅部分を有しないもの（以下「共同住宅等」と って非住宅部分を有しないもの（以下「共同住宅等」と

いう。）又は人の居住の用に供する部分（以下「住宅部 いう。）の住戸の部分又は人の居住の用に供する部分と

分」という。）と非住宅部分を有する建築物（以下「複 非住宅部分を有する建築物（以下「複合建築物」とい

合建築物」という。）の住宅部分に係る計画（次号に掲 う。）の住戸の部分に係る計画 計画に係る次の表の左

げるものを除く。） 計画に係る次の表の左欄に掲げる 欄に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ同表の右

床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 欄に定める額

床面積 金額 住戸の総数 金額

300平方メートル未満の場 71,000円（適合証を提出す １戸の場合 34,000円（適合証を提出す

合 る場合にあっては、9,000 る場合にあっては、5,000

円） 円）

300平方メートル以上2,000 120,000円（適合証を提出 ２戸以上５戸以下の場合 66,000円（適合証を提出す

平方メートル未満の場合 する場合にあっては、 る場合にあっては、9,000

20,000円） 円）

2,000平方メートル以上 204,000円（適合証を提出 ６戸以上10戸以下の場合 94,000円（適合証を提出す

5,000平方メートル未満の する場合にあっては、 る場合にあっては、16,000

場合 46,000円） 円）

5,000平方メートル以上の 293,000円（適合証を提出 11戸以上25戸以下の場合 132,000円（適合証を提出

場合 する場合にあっては、 する場合にあっては、

83,000円） 26,000円）

26戸以上50戸以下の場合 189,000円（適合証を提出

する場合にあっては、

43,000円）

51戸以上100戸以下の場合 269,000円（適合証を提出

する場合にあっては、

77,000円）

101戸以上200戸以下の場合 365,000円（適合証を提出

する場合にあっては、

建 設 委 員 会 資 料
令和５年３月１０日
建 築 指 導 課
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122,000円）

201戸以上300戸以下の場合 477,000円（適合証を提出

する場合にあっては、

154,000円）

301戸以上の場合 560,000円（適合証を提出

する場合にあっては、

164,000円）

(3) 共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る計画（当 (3) 共同住宅等の建築物全体又は当該建築物全体およびそ

該計画が法第54条第１項第１号に掲げる基準に適合する の住戸の部分に係る計画 計画に係る建築物全体の前号

ことについて市長が認める方法により行われるものに限 の表の左欄に掲げる住戸の総数の区分に応じそれぞれ同

る。） 計画に係る次の表の左欄に掲げる床面積の区分 表の右欄に定める額およびその共用部分（廊下、階段そ

に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 の他共用に供されるべき部分をいう。以下同じ。）に係

る次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ同

表の右欄に定める額を合算した額（当該計画が法第54条

第１項第１号に掲げる基準に適合することについて市長

が認める方法により行われる場合にあっては、当該計画

に係る建築物全体の前号の表の左欄に掲げる住戸の総数

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額）

床面積 金額 床面積 金額

300平方メートル未満の場 34,000円（適合証を提出す 300平方メートル以内の場 105,000円（適合証を提出

合 る場合にあっては、9,000 合 する場合にあっては、

円） 9,000円）

300平方メートル以上2,000 59,000円（適合証を提出す 300平方メートルを超え、 140,000円（適合証を提出

平方メートル未満の場合 る場合にあっては、20,000 1,000平方メートル以内の する場合にあっては、

円） 場合 16,000円）

2,000平方メートル以上 107,000円（適合証を提出 1,000平方メートルを超 173,000円（適合証を提出

5,000平方メートル未満の する場合にあっては、 え、2,000平方メートル以 する場合にあっては、

場合 46,000円） 内の場合 26,000円）

5,000平方メートル以上の 162,000円（適合証を提出 2,000平方メートルを超 269,000円（適合証を提出

場合 する場合にあっては、 え、5,000平方メートル以 する場合にあっては、

83,000円） 内の場合 77,000円）

5,000平方メートルを超 345,000円（適合証を提出

え、10,000平方メートル以 する場合にあっては、

内の場合 122,000円）

10,000平方メートルを超 412,000円（適合証を提出

え、25,000平方メートル以 する場合にあっては、

内の場合 154,000円）

25,000平方メートルを超え 480,000円（適合証を提出

る場合 する場合にあっては、

192,000円）

(4) 複合建築物に係る計画（第２号もしくは前号又は次号 (4) 複合建築物の建築物全体又は当該建築物全体およびそ

もしくは第６号に掲げるものを除く。） 計画に係る住 の住戸の部分に係る計画 計画に係る建築物全体の第２

宅部分の第２号の表又は前号の表の左欄に掲げる床面積 号の表の左欄に掲げる住戸の総数の区分に応じそれぞれ

の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定める額およ 同表の右欄に定める額、その共用部分（非住宅部分に係

びその非住宅部分の次の表又は第６号の表の左欄に掲げ るものを除く。次条第４号イにおいて同じ。）に係る前

る床面積の区分に応じそれぞれこれらの表の右欄に定め 号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じそれぞれ同表

る額を合算した額 の右欄に定める額およびその非住宅部分に係る次の表又
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は第６号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じそれぞ

れ同表の右欄に定める額を合算した額（当該計画が法第

54条第１項第１号に掲げる基準に適合することについて

市長が認める方法により行われる場合にあっては、当該

計画に係る建築物全体の第２号の表の左欄に掲げる住戸

の総数の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額およ

びその非住宅部分に係る次の表又は第６号の表の左欄に

掲げる床面積の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める

額を合算した額）

床面積 金額 床面積 金額

300平方メートル未満の場 300平方メートル以内の場

合 合

300平方メートル以上1,000 300平方メートルを超え、

平方メートル未満の場合 1,000平方メートル以内の

場合

1,000平方メートル以上 1,000平方メートルを超

2,000平方メートル未満の え、2,000平方メートル以

場合 内の場合

2,000平方メートル以上 2,000平方メートルを超

5,000平方メートル未満の （略） え、5,000平方メートル以 （略）

場合 内の場合

5,000平方メートル以上 5,000平方メートルを超

10,000平方メートル未満の え、10,000平方メートル以

場合 内の場合

10,000平方メートル以上 10,000平方メートルを超

25,000平方メートル未満の え、25,000平方メートル以

場合 内の場合

25,000平方メートル以上の 25,000平方メートルを超え

場合 る場合

(5) 複合建築物の非住宅部分又は人の居住の用以外の用に (5) 人の居住の用以外の用に供する建築物に係る計画 計

供する建築物に係る計画（次号に掲げるものを除く。） 画に係る建築物全体の前号の表又は次号の表の左欄に掲

計画に係る前号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応 げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

じ、それぞれ同表の右欄に定める額 額

(6) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 (6) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成

28年経済産業省・国土交通省令第１号）第１条第１項第 28年経済産業省・国土交通省令第１号）第１条第１項第

１号ロに掲げる基準に適合する複合建築物の非住宅部分 １号ロに掲げる基準に適合する複合建築物の非住宅部分

又は人の居住の用以外の用に供する建築物に係る計画 又は人の居住の用以外の用に供する建築物に係る計画

計画に係る次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、 計画に係る非住宅部分又は建築物全体の次の表の左欄に

それぞれ同表の右欄に定める額 掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額

床面積 金額 床面積 金額

300平方メートル未満の場 300平方メートル以内の場

合 合

300平方メートル以上1,000 300平方メートルを超え、

平方メートル未満の場合 1,000平方メートル以内の

場合

1,000平方メートル以上 1,000平方メートルを超
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2,000平方メートル未満の え、2,000平方メートル以

場合 内の場合

2,000平方メートル以上 2,000平方メートルを超

5,000平方メートル未満の （略） え、5,000平方メートル以 （略）

場合 内の場合

5,000平方メートル以上 5,000平方メートルを超

10,000平方メートル未満の え、10,000平方メートル以

場合 内の場合

10,000平方メートル以上 10,000平方メートルを超

25,000平方メートル未満の え、25,000平方メートル以

場合 内の場合

25,000平方メートル以上の 25,000平方メートルを超え

場合 る場合

（変更認定申請手数料） （変更認定申請手数料）

第３条 法第55条第１項の規定による申請（以下「変更認定 第３条 法第55条第１項の規定による申請（以下「変更認定

申請」という。）に対する認定の事務につき徴収する手数 申請」という。）に対する認定の事務につき徴収する手数

料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請 料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請

１件につき、次の各号に掲げる計画の変更の区分に応じ、 １件につき、次の各号に掲げる計画の変更の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第１号に掲げる計画の変更 17,000円（変更後の (1) 前条第１号に掲げる計画の変更 17,000円（適合証を

計画が法第55条第２項において準用する法第54条第１項 提出する場合にあっては、2,500円）

第１号に掲げる基準に適合することについて市長が認め

る方法により行われる場合にあっては9,000円、適合証

を提出する場合にあっては2,500円）

(2) 前条第２号および第３号に掲げる計画の変更 変更に (2) 前条第２号に掲げる計画の変更 変更に係る住戸につ

係る同条第２号の表又は第３号の表の左欄に掲げる床面 き、その変更後の同号の表の左欄に掲げる住戸の総数の

積の区分に応じ、それぞれこれらの表の右欄に定める額 区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に２分の１

に２分の１を乗じて得た額 を乗じて得た額

(3) 前条第３号に掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算

した額（変更後の計画が法第55条第２項において準用す

る法第54条第１項第１号に掲げる基準に適合することに

ついて市長が認める方法により行われる場合にあって

は、アに掲げる額）

ア 住戸の部分に係る計画の変更にあっては、変更に係

る住戸につきその変更後の前条第２号の表の左欄に掲

げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

定める額に２分の１を乗じて得た額

イ 共用部分に係る計画の変更にあっては、変更に係る

共用部分につきその変更後の前条第３号の表の左欄に

掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額に２分の１を乗じて得た額

(3) 前条第４号に掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算 (4) 前条第４号に掲げる計画の変更 次に掲げる額（変更

した額 後の計画が法第55条第２項において準用する法第54条第

１項第１号に掲げる基準に適合することについて市長が

認める方法により行われる場合にあっては、アおよびウ

に掲げる額）を合算した額

ア 住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更に係る ア 住戸の部分に係る計画の変更にあっては、変更に係

住宅部分の前条第２号の表又は第３号の表の左欄に掲 る住戸につきその変更後の前条第２号の表の左欄に掲
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げる床面積の区分に応じ、それぞれこれらの表の右欄 げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

に定める額に２分の１を乗じて得た額 定める額に２分の１を乗じて得た額

イ 共用部分に係る計画の変更にあっては、変更に係る

共用部分につきその変更後の前条第３号の表の左欄に

掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める額に２分の１を乗じて得た額

イ 非住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更に係 ウ 非住宅部分に係る計画の変更にあっては、変更に係

る非住宅部分の前条第４号の表又は第６号の表の左欄 る非住宅部分につきその変更後の前条第４号の表又は

に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれこれらの表の 第６号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それ

右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額 ぞれ同表の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額

(4) 前条第５号に掲げる計画の変更 変更に係る同条第４ (5) 前条第５号に掲げる計画の変更 変更後の建築物全体

号の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同 の前条第４号の表又は第６号の表の左欄に掲げる床面積

表の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額 の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に２分の

１を乗じて得た額

(5) 前条第６号に掲げる計画の変更 変更に係る同号の表 (6) 前条第６号に掲げる計画の変更 変更後の非住宅部分

の左欄に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表の右 又は建築物全体の前条第６号の表の左欄に掲げる床面積

欄に定める額に２分の１を乗じて得た額 の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に２分の

１を乗じて得た額

以下 （略） 以下 （略）
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建 設 委 員 会 資 料

令和５年３月１０日

都 市 総 務 課

秋田市中心市街地活性化プランについて

秋田市中心市街地活性化プランについて、パブリックコメント等における意

見を踏まえ、計画案を作成したものである。

今後、３月下旬を目途に策定・公表することを予定している。

１ パブリックコメント等の実施状況および対応

(1) 実施期間：令和４年12月23日（金）から令和５年１月12日（木）まで

(2) 実施結果：35名から意見の提出

(3) 主な意見：中心市街地の将来像に関することやミルハス等と既存の文化施

設との連携に関すること、魅力あるイベントの充実に関するこ

となどの意見があった。

(4) 公表時期：令和５年２月７日（火）に秋田市ホームページで公表済み

２ 協議会等の開催状況

(1) 第２回秋田市中心市街地活性化協議会（令和４年11月24日）

・主な意見：計画書へ掲載する事業の追加など

(2) 秋田商工会議所第４回商業部会（令和５年１月13日）

・主な意見：低未利用地の活用促進に関することなど

(3) 第３回秋田市中心市街地活性化協議会（令和５年２月７日）

・主な意見：語句の修正や追加など

３ 計画原案（11月議会建設委員会で提示）からの主な更新内容

・中心市街地活性化の将来像（イメージ）を更新（Ｐ17）

・各目標における期待される効果にイメージ図を追加（Ｐ18）

・事業リストを更新（８事業を追加）（Ｐ19）

・目標値の算出根拠を追加（本編Ｐ43～50）

４ これまでの策定経過および今後のスケジュール

令和４年11月２日 第１回庁内委員会

11月24日 第２回秋田市中心市街地活性化協議会

12月14日 11月議会建設委員会（計画原案報告）

12月23日 パブリックコメントの実施（令和５年１月12日まで）

市民100人会からの意見聴取（令和５年１月12日まで）

令和５年１月13日 秋田商工会議所第４回商業部会

１月23日 第２回庁内委員会

２月７日 第３回秋田市中心市街地活性化協議会

３月14日 ２月議会建設委員会（計画案報告）

３月下旬 秋田市中心市街地活性化プランの策定・公表
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  目標  目標目

  目標  目標

  目標  目標

  目標  目標
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建 設 委 員 会 資 料

令和５年３月１０日

駅 東 事 務 所

都市計画道路千秋山崎線ＪＲ委託工事の進捗状況について

標記委託工事については、令和元年１０月１１日付けで東日本旅客鉄道株式

会社と施行協定を締結し、令和２年３月に着工している。

現在の進捗状況は、線路下の地盤改良（薬液注入）が完了し、間もなく線路

両側の立坑（線路下を横に掘進するための縦坑）から鋼製函体上面の築造（掘

進）に着手する予定となっている。

【ＪＲ委託工事の概要】

・協 定 名 奥羽本線秋田駅構内千秋山崎こ道橋（仮称）新設工事

・相 手 方 東日本旅客鉄道株式会社 東北建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｵﾌｨｽ

・協定期間 令和元年～８年度

・協定金額 ６４億６，７５０万円

・協定延長 Ｌ＝５４．７ｍ（鋼製函体 ２９．６ｍ、ＲＣ函体 ２５．１ｍ）

・進 捗 率 ２９．４％（Ｒ４末協定額ベース）

・各年度協定額および工事内容 (単位：千円)

年　度

ＪＲ協定額

工事内容 ＲＣ函体工 埋戻工

－ 仮土留工 － 掘削土留工－ － －
仮土留
撤去工

－ 薬液注入工仮土留工 仮土留工 － －

1,490,127

準備工
鉄道施設
支障改修

薬液注入工薬液注入工鋼製函体工鋼製函体工鋼製函体工ＲＣ函体工

令和７年度 令和８年度

62,020 782,657 441,490 618,095 814,850 1,095,431 1,162,830

令和元年度令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

(都)千秋山崎線

箇 所 図 東第三側西北側

ＪＲ施工(施工中) L= 54.7m

市施工(斜路：未施工) L=310.7m

秋田県立循環器
・脳脊髄センター
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【断面図】

鋼製函体

ＲＣ函体

【施工状況】

東第三地区側

西 北 地 区 側

20.0ｍ

6.5ｍ

10.0ｍ5.0ｍ 5.0ｍ

20.0ｍ

6.8ｍ

10.0ｍ5.0ｍ 5.0ｍ5.0ｍ
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